松井公民館　各部屋の定員、使用料
	室　　名
	定　員
	金　額
	室　　名
	定　員
	金　額

	ホール
	300人
	1,050円
	和室１・２号
	80人
	300円

	和室１号
	30人
	150円
	和室２号
	50人
	150円

	音楽室
	40人
	300円
	会議室１号
	24人
	300円

	会議室２・３号
	48人
	450円
	会議室２号
	18人
	150円

	会議室３号
	30人
	300円
	学習室１・２号
	60人
	300円

	学習室１号
	30人
	150円
	学習室２号
	30人
	150円

	料理講習室
	25人
	600円
	アトリエ
	20人
	300円

	トレーニングルーム
	30人
	300円
	茶室
	10人
	150円


	附属設備（器具）名
	単　位
	使用料

	ホール舞台設備
	放送音響設備
	１　式
	１，１００円

	
	舞台照明設備
	１　式
	１，２００円

	
	移動式観覧席
	１　式
	１，０００円

	
	持込器具（1ｋＷにつき）
	１　式
	５０円

	グランドピアノ
	１　式
	６００円


※　１区分ごとの使用料です。
使用時間区分表
	第１区分
	第２区分
	第３区分
	第４区分
	第５区分
	第６区分

	午前９:00
～

午前11:00
	午前11:00
～
午後1:00
	午後1:00
～
午後3:00
	午後3:00
～
午後５:00
	午後5:30
～
午後7:30
	午後7:30
～
午後9:30


※　設置目的以外に使用する場合の使用料の額は、規定使用料の額に100分の100を乗じて得た額を加算した額（規定使用料の２倍）です。

※　入場料(参加費、会費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合の使用料の額は、規定使用料(設置目的以外に使用する場合にあつては、当該使用料)の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額です。
(1)　入場料の額が1,000円以下のとき　100分の50

(2)　入場料の額が1,000円を超え3,000円以下のとき　100分の100

(3)　入場料の額が3,000円を超えたとき　100分の200
